
介護サービス事業者の業務管理体制整備について 

 

１ 概 要 

  介護保険法第 115 条の 32 により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整

備が義務付けられています。 

  介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設

の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機

関に届け出る必要があります。 

  令和３年度より中核市については届出先が市の介護保険担当課になりました。 

 

〇 事業者が整備する業務管理体制 

事業所等の数 １以上 20未満 20以上 100未満 100以上 

業務管理体制整備の

内容 

法令を遵守するための

体制の確保にかかる責

任者（以下「法令遵守責

任者」といいます。）の

選任 

法令遵守責任者の選

任 

法令遵守責任者の選

任 

 業務が法令に適合す

ることを確保するた

めの規程（以下「法令

遵守規程」といいま

す。）の整備 

法令遵守規程の整備 

  業務執行の状況の監

査を定期的に実施 

注）「事業所等の数」について 

介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所（※）は除きます。 

※ みなし事業所･････病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通

所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされ

ている事業所をいいます。 

 

２ 届出が必要となる事由 

（１） 事業者（法人）として、初めて事業所を立ち上げ、介護サービスを開始する場合（様式第 

１号） 

（２） 事業所等の指定等により事業展開地域が変わり届出先区分の変更が生じた場合（様式第

１号）※下記「〇 届出書の提出先及び提出部数」参照 

（３） 法人代表者、法令遵守責任者の変更や法人が廃止となる場合等、届出事項に変更があった

場合（様式第２号） 
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〇 届出書の提出先及び提出部数 

  

区         分 提 出 先 
提出

部数 

１ 事業所等が２以上の都道府県に所在する 

事業者 

 

 

 

(1)事業所等が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 １部 

(2)事業所等が２以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 

事業者の主たる事務所が

所在する都道府県知事 

（主たる事務所が本県内

に所在する場合は長野県

健康福祉部介護支援課） 

１部 

２ 全ての事業所等が１の中核市の区域に所在する事業者 

 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く 
中核市の長 １部 

３ 地域密着型（介護予防）サービス事業のみを行う事業者であ

って、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 
市町村長 １部 

４ １、２及び３以外の事業者  

 
(1) 県内に事業所を有し、主たる事務所の所在地が県内にあ

る介護サービス事業者 

長野県知事 

（主たる事務所の所在地を

管轄する保健福祉事務所） 

２部 

 
(2) 県内に事業所を有し、主たる事務所の所在地が県外にあ

る介護サービス事業者 

長野県知事 

（健康福祉部介護支援課） 
１部 

 

３ 業務管理体制整備に関する届出システムについて  

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制整備に関す

る届出シスム」（以下、「届出システムという」）が構築されました。これにより電子申請等による届

出が可能となりました。詳細は、操作マニュアル等をご確認ください。 

 

 ※届出システムを利用するためには各事業者の A から始まる番号が必要です。「長野県」所管の

事業者番号は、県ホームページへ掲載しています。 

〇業務管理体制の整備に関する届出システム 

（https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do） 

〇介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について（長野県 HP） 

（https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/gyomukanri.html） 
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４ 検査業務について 

（１）概 要 

   介護サービス事業者による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護事業運営の適正化

を図るため、事業者に義務付けられている法令等を遵守するための業務管理体制の整備・運用

状況を検査するとともに、指定等取消処分相当の事案を発覚した場合は、当該事案への組織的

関与の有無を検証する特別検査を実施します。 

 

（２）検査の区分 

区分 根拠法令 検査概要 

一般検査 

(書面調査) 
介護保険法第 115条の 33 

業務管理体制の整備・運用状況等を確認する

ため、概ね６年に１回の書面調査を実施 

特別検査 
指定等取消処分相当事案が発覚した場合、当

該事案の要因及び組織的関与の有無を検証 

 

（３）検査の実施状況 

①一般検査の実施状況 

事業者の法人種別ごとに年度を分けて実施しています。なお、営利法人については検査対象

事業者数が多いため、２年度に分けて一般検査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②過去の特別検査の実施状況 

令和元年度１件 

   令和５年度１件 

 

（４）結果公表 

一般検査の結果については県ホームページへ掲載します。 

 

  

令和５年（予定） 営利法人 

令和４年 社会福祉協議会、地方公共団体 

令和３年 社会福祉法人、農協等その他法人 

令和２年 非営利法人 

令和元年 営利法人 

平成 30年 医療法人 
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